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養

老

町

第

一

回

臨

時

会

会

議

録

平
成
二
十
六
年
第
一
回
養
老
町
議
会
の
臨
時
会
を
養
老
町
議
会
議
事
堂
に

招
集
さ
れ
た
の
で
会
議
を
開
い
た
。

そ
の
次
第
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
事
日
程

（
平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
第
一
日
）

日
程
第

一

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

日
程
第

二

会
期
の
決
定

日
程
第

三

諸
般
の
報
告

日
程
第

四

議
案
第
一
号

物
品
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
養
老
町

立
小
中
学
校
職
員
室
パ
ソ
コ
ン
環
境
整
備
事

業
）

日
程
第

五

議
案
第
二
号

養
老
消
防
署
指
令
棟
建
設
工
事
請
負
契
約
の

変
更
に
つ
い
て

日
程
第

六

議
案
第
三
号

土
地
の
取
得
に
つ
い
て
（
揖
斐
川
養
老
防
災

拠
点
整
備
事
業
）

日
程
第

七

議
案
第
四
号

平
成
二
十
五
年
度
養
老
町
一
般
会
計
補
正
予

算

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
本
日
の
議
長
並
び
に
出
席
議
員
及
び
欠
席
議
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

議

長

田

中

敏

弘

○
出

席

議

員

一

番

岩

永

義

仁

二

番

長

澤

龍

夫

三

番

大

橋

三

男

四

番

三

田

正

敏

五

番

吉

田

太

郎

六

番

早

崎

百
合
子

七

番

野

村

永

一

八

番

田

中

敏

弘

九

番

松

永

民

夫

十

番

皆

川

雅

子

十

一

番

中

村

辰

夫

十

二

番

岩

瀨

進

十

三

番

水

谷

久
美
子

○
欠

席

議

員

な

し

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
議
場
に
出
席
し
た
者
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

町

長

大

橋

孝

副

町

長

西

脇

正

博

教

育

長

並

河

清

次

総
務
部
総
務
課
長

田

中

信

行

田

中

隆

総
務
部
税
務
課
長

渡

邊

章

博

住

民

福

祉

部

長

日

比

重

喜

松

永

博

孝

野

村

博

治

高

木

久

之

総

務

部

企
画
政
策
課
主
幹

住

民

福

祉

部

住

民

人

権

課

長

住

民

福

祉

部

健

康

福

祉

課

長

住

民

福

祉

部

生

活

環

境

課

長
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産

業

建

設

部

長

柏

渕

裕

昭

川

地

豊

己

加

藤

敏

博

伊

藤

博

文

西

脇

和

信

安

藤

淳

一

藤

田

実

芳

佐

藤

昌

子

伊

藤

公

一

消

防

長

堀

田

明

男

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
職
務
の
た
め
議
場
に
出
席
し
た
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

議

会

事

務

局

長

山

中

秀

樹

議
会
事
務
局
書
記

川

地

洋

子

議
会
事
務
局
書
記

稲

川

諭
実
彦

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
開
会
時
間

午
前
九
時
三
十
分
）

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
第
一
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
開
会
す
る
に
当
た
り
、
議

員
並
び
に
執
行
部
各
位
に
は
、
何
か
と
御
多
用
の
と
こ
ろ
、
御
出
席
を
賜
り
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

開
議
に
先
立
ち
、
町
民
憲
章
の
朗
唱
を
行
い
ま
す
。
全
員
の
御
起
立
を
お

願
い
し
ま
す
。

―
―

「
町
民
憲
章
」
朗
唱

―
―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
着
席
く
だ
さ
い
。

本
日
の
会
議
は
全
員
出
席
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
執
行
部
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
問
山
総
務
部
長
に
か
わ
っ
て
田
中

企
画
政
策
課
主
幹
に
出
席
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

た
だ
い
ま
か
ら
平
成
二
十
六
年
第
一
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
開
会
し
、

本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
し
ま
す
。

会
議
規
則
第
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
十
二
番

岩
瀨
進
君
、
十

三
番

水
谷
久
美
子
君
を
指
名
し
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

次
に
日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
し
ま
す
。

こ
こ
で
、
二
月
三
日
、
議
会
運
営
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
本
臨
時
会
の
日

程
等
に
つ
い
て
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
運
営
委
員
会
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長

中
村
辰
夫
君
。

○
議
会
運
営
委
員
長
（
中
村
辰
夫
君
）

議
長
の
命
に
よ
り
ま
し
て
、
議
会
運

営
委
員
会
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。

去
る
二
月
三
日
午
前
九
時
三
十
分
よ
り
、
委
員
及
び
正
・
副
議
長
、
並
び

に
執
行
部
の
出
席
の
も
と
に
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
協
議
事
項
は
、
平
成
二

十
六
年
第
一
回
臨
時
会
の
運
営
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

教
育
委
員
会
事
務
局
長
兼

生

涯

学

習

課

長

産

業

建

設

部

農

林

振

興

課

長

産

業

建

設

部

商

工

観

光

課

長

産

業

建

設

部

建

設

課

長

産

業

建

設

部

水

道

課

長

教

育

委

員

会

教

育

総

務

課

長

教

育

委

員

会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

会

計

管

理

者

兼

会

計

課

長
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ま
ず
、
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
本
日
の
一
日
と
決
定
し
ま
し
た
。
議
事
日

程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
、
開
会
宣
言
、
二
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
、

三
、
会
期
の
決
定
、
本
日
一
日
と
し
ま
す
、
四
、
諸
般
の
報
告
、
五
、
議
案

の
提
案
説
明
、
六
、
議
案
の
審
議
、
こ
の
順
序
で
議
会
運
営
を
行
う
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
。

次
に
、
審
議
す
る
議
案
は
、
契
約
の
締
結
及
び
変
更
に
つ
い
て
が
二
件
、

土
地
の
取
得
に
つ
い
て
が
一
件
、
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て
が
一
件
、

合
計
四
件
で
あ
り
ま
す
。

審
議
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
事
日
程
の
日
程
第
四
、
物
件
供
給
契
約

の
締
結
に
つ
い
て
（
養
老
町
立
小
中
学
校
職
員
室
パ
ソ
コ
ン
環
境
整
備
事

業
）
か
ら
、
日
程
第
七
、
平
成
二
十
五
年
度
養
老
町
一
般
会
計
補
正
予
算
ま

で
の
四
件
は
、
上
程
後
、
提
案
理
由
の
説
明
を
受
け
、
質
疑
討
論
を
経
て
、

採
決
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

以
上
、
議
会
運
営
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
の
報
告
が
終
わ
り
ま
し

た
。お

諮
り
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
報
告
の
と
お
り
、
本
臨
時
会
の
会

期
は
本
日
の
一
日
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ

ん
か
。〔

「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
臨
時
会
の
会
期
は
本
日
の
一
日
と
決
定
し
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

次
に
日
程
第
三
、
諸
般
の
報
告
を
行
い
ま
す
。

本
日
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
る
と
お
り
で
あ
り
ま

す
。

ま
た
、
監
査
委
員
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
及
び
十
二
月
分
の
現
金
出
納
検
査
結
果

報
告
書
が
議
長
に
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
で
諸
般
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
町
長
の
挨
拶
を
お
願
い
し
ま
す
。

大
橋
町
長
。

○
町
長
（
大
橋

孝
君
）

皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

大
変
寒
い
中
、
御
多
忙
の
中
を
本
会
議
に
御
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、

ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

一
昨
日
か
ら
関
東
地
方
は
特
に
大
き
な
雪
に
見
舞
わ
れ
て
、
大
変
な
交
通

渋
滞
等
が
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
か
げ
を

も
ち
ま
し
て
、
こ
の
地
方
は
ほ
と
ん
ど
雪
が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
状
態

で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ほ
う
が
非
常
に
蔓
延
を
し

て
お
り
ま
し
て
、
養
老
町
で
も
東
部
中
学
校
が
現
在
一
ク
ラ
ス
閉
鎖
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
一
ク
ラ
ス
は
、
閉
鎖
に
な
っ
て
い
た
の
が
解

除
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
報
告
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
私
も
大
変
面
目
な
い
話
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
り

ま
し
て
、
き
ょ
う
も
ま
た
ち
ょ
っ
と
、
総
務
部
長
の
ほ
う
が
休
ん
で
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
方
も
ど
う
か
風
邪
に
は
十
分
に
気
を
つ
け
て
い
た
だ

き
た
い
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

土
曜
日
の
日
か
ら
、
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
ロ
シ
ア
で
開
か
れ
て
お
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
ち
ょ
っ
と
眠
い
夜
が
続
く
の
か
な
あ
と

い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
と
し
は
、
六
月
に
も
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
ご
ざ

い
ま
す
し
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ヤ
ー
と
い
う
こ
と
で
、
昨
日
行
わ
れ
ま
し
た
東
京

都
知
事
選
挙
も
、
新
し
い
都
知
事
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
二
〇

二
〇
年
の
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
か
っ
て
、
国
内
、
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る

関
心
が
い
よ
い
よ
高
ま
っ
て
く
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
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養
老
町
で
も
、
現
在
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
本
計
画
、
一
応
素
案
が
で
き
ま
し

て
、
今
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
健
康
に
重
点
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
誰
も
が
ス
ポ

ー
ツ
に
い
そ
し
め
る
よ
う
な
環
境
を
整
え
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
養
老
町
か
ら
で
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
が
出
る
よ
う

な
町
に
な
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
、
四
議
案
を
上
程
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
早
急
に

御
議
決
を
い
た
だ
い
て
、
執
行
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
御
審
議
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

町
長
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

そ
れ
で
は
日
程
第
四
、
議
案
第
一
号

物
件
供
給

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
養
老
町
立
小
中
学
校
職
員
室
パ
ソ
コ
ン
環
境
整
備

事
業
）
を
議
題
と
し
ま
す
。

町
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

大
橋
町
長
。

○
町
長
（
大
橋

孝
君
）

た
だ
い
ま
上
程
を
賜
り
ま
し
た
議
案
第
一
号

物

件
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
養
老
町
立
小
中
学
校
職
員
室
パ
ソ
コ
ン
環

境
整
備
事
業
）
の
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

議
案
第
一
号

物
件
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
。

町
は
、
養
老
町
立
小
中
学
校
職
員
室
パ
ソ
コ
ン
環
境
整
備
事
業
物
件
供
給

契
約
を
次
の
条
項
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
平
成
二
十
六
年
二
月
十

日
提
出
。

十
二
月
議
会
に
て
補
正
計
上
し
、
可
決
い
た
し
ま
し
た
町
立
小
中
学
校
職

員
用
の
パ
ソ
コ
ン
等
機
器
の
購
入
に
つ
き
ま
し
て
、
養
老
町
議
会
の
議
決
に

付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定

に
基
づ
き
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
物
件
名
、
養
老
町
立
小
中
学
校
職
員
室
パ

ソ
コ
ン
環
境
整
備
事
業
、
契
約
の
方
法
、
指
名
競
争
入
札
、
契
約
金
額
、
三

千
二
百
三
十
四
万
円
、
契
約
の
相
手
方
、
岐
阜
県
大
垣
市
赤
坂
町
二
千
九
十

三
、
河
合
商
事
株
式
会
社
、
代
表
取
締
役

河
合
進
一
、
平
成
二
十
六
年
三

月
二
十
五
日
。

契
約
の
方
法
は
、
指
名
競
争
入
札
と
い
う
こ
と
で
、
町
外
八
社
に
よ
り
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
会
社
名
が
、
大
垣
市
の
中
央
電
子
光
学
大
垣
支
店
、
岐

阜
市
の
株
式
会
社
Ｆ
１
、
大
垣
市
の
デ
リ
カ
ス
イ
ト
ス
イ
テ
ッ
ク
デ
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
、
そ
れ
か
ら
岐
阜
市
の
ト
ー
テ
ッ
ク
ア
メ
ニ
テ
ィ
岐
阜
事
業
所
、
岐
阜

市
の
中
部
事
務
機
株
式
会
社
、
岐
阜
市
の
株
式
会
社
イ
ン
フ
ォ
フ
ァ
ー
ム
、

大
垣
市
の
タ
ッ
ク
株
式
会
社
、
そ
れ
か
ら
落
札
を
し
ま
し
た
大
垣
市
の
河
合

商
事
株
式
会
社
の
指
名
競
争
入
札
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

納
入
期
限
が
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
、
納
入
場
所
は
、
養
老
町

立
小
中
学
校
九
校
、
物
件
の
概
要
、
パ
ソ
コ
ン
百
七
十
五
台
、
プ
リ
ン
タ
ー

十
八
台
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
で
、
議
案
第
一
号

物
件
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
養
老
町
立

小
中
学
校
職
員
室
パ
ソ
コ
ン
環
境
整
備
事
業
）
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
よ
り
質
疑
を
行
い
ま
す
。

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

質
疑
な
し
と
認
め
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
討
論
を
行
い
ま
す
。

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕



－５－ 

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

討
論
な
し
と
認
め
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
案
を
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま

す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

挙
手
全
員
で
す
。

よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

次
に
日
程
第
五
、
議
案
第
二
号

養
老
消
防
署
指

令
棟
建
設
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。

町
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

大
橋
町
長
。

○
町
長
（
大
橋

孝
君
）

た
だ
い
ま
上
程
を
賜
り
ま
し
た
議
案
第
二
号

養

老
消
防
署
指
令
棟
建
設
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
の
説
明
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

議
案
第
二
号

養
老
消
防
署
指
令
棟
建
設
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い

て
。平

成
二
十
五
年
九
月
二
十
日
に
議
決
を
得
た
議
案
第
七
十
二
号

養
老
消

防
署
指
令
棟
建
設
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
も
の
と
す
る
。
平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
提
出
。

記
「
五
、
工
期

本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日

ま
で
」
を
「
五
、
工
期

本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
五
月
十
六

日
ま
で
」
に
改
め
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日
よ
り
養
老
消
防
署
指
令
棟
建
設
工
事
を
着
工

し
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
の
た

め
の
指
令
棟
と
し
て
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
想
定
を
超
え
る
地
下
水
の

処
理
及
び
措
置
に
伴
い
、
当
初
の
工
期
内
で
は
難
し
い
た
め
工
期
変
更

―

―

延
長
で
ご
ざ
い
ま
す
が

―
―

を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
養
老
町
議

会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第

二
条
の
規
定
に
基
づ
き
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
工
事
着
工
を
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
想

定
を
超
え
る
地
下
水
の
湧
き
出
し
が
あ
り
、
多
数
の
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置
し

て
地
下
水
の
対
策
、
処
理
を
講
じ
な
が
ら
、
土
工
事
・
基
礎
工
事
の
施
工
を

行
い
ま
し
た
。
土
工
事
・
基
礎
工
事
の
計
画
工
程
で
は
一
カ
月
半
の
予
定
で

ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
三
カ
月
か
か
り
、
地
下
水
の
措
置
に
伴
い
一

カ
月
半
遅
延
い
た
し
ま
し
た
。
工
期
短
縮
に
向
け
た
取
り
組
み
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
が
、
現
在
の
工
期
で
あ
る
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
ま
で
の

工
事
完
成
は
見
込
め
な
い
た
め
、
工
期
を
平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日
ま
で

延
長
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
で
、
議
案
第
二
号

養
老
消
防
署
指
令
棟
建
設
工
事
請
負
契
約
の
変

更
に
つ
い
て
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
よ
り
質
疑
を
行
い
ま
す
。

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

質
疑
な
し
と
認
め
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
討
論
を
行
い
ま
す
。

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

討
論
な
し
と
認
め
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
案
を
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま

す
。
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〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

挙
手
全
員
で
す
。

よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

次
に
日
程
第
六
、
議
案
第
三
号

土
地
の
取
得
に

つ
い
て
（
揖
斐
川
養
老
防
災
拠
点
整
備
事
業
）
を
議
題
と
し
ま
す
。

町
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

大
橋
町
長
。

○
町
長
（
大
橋

孝
君
）

た
だ
い
ま
上
程
を
賜
り
ま
し
た
議
案
第
三
号

土

地
の
取
得
に
つ
い
て
（
揖
斐
川
養
老
防
災
拠
点
整
備
事
業
）
、
御
説
明
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

議
案
第
三
号

土
地
の
取
得
に
つ
い
て
（
揖
斐
川
養
老
防
災
拠
点
整
備
事

業
）
。

揖
斐
川
養
老
防
災
拠
点
整
備
事
業
の
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
土
地
を
取
得

す
る
も
の
と
す
る
。
平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
提
出
。

町
は
、
養
老
町
大
巻
地
内
揖
斐
川
右
岸
堤
に
、
国
の
防
災
関
係
施
設
計
画

の
中
で
工
事
採
択
さ
れ
た
揖
斐
川
養
老
防
災
拠
点
の
整
備
を
国
と
共
同
し
て

進
め
る
た
め
の
事
業
用
地
の
取
得
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
養
老
町
議
会
の
議

決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
土
地
の
所
在
地
、
養
老
町
大
巻
二
ノ
割
五

八
四
番
地
二
、
地
目
、
田
、
百
九
十
七
・
六
九
平
米
、
所
有
者
、
岡
田
睦
夫

ほ
か
二
十
三
筆
。

議
案
の
次
ペ
ー
ジ
に
所
有
者
、
所
在
地
の
明
細
が
載
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

御
確
認
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

総
面
積
は
、
二
万
九
十
一
・
七
九
平
方
メ
ー
ト
ル
、
取
得
予
定
価
格
、
一

億
五
千
二
百
六
十
九
万
七
千
六
百
四
円
、
契
約
の
相
手
方
、
岡
田
睦
夫
ほ
か

十
六
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
で
、
議
案
第
三
号

土
地
の
取
得
に
つ
い
て
（
揖
斐
川
養
老
防
災
拠

点
整
備
事
業
）
に
つ
い
て
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御

審
議
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
よ
り
質
疑
を
行
い
ま
す
。

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
挙
手
す
る
者
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

九
番

松
永
民
夫
君
。

○
九
番
（
松
永
民
夫
君
）

こ
の
件
に
関
し
ま
し
て
は
、
池
辺
地
区
の
要
望
で

あ
っ
た
こ
と
で
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

十
二
月
の
末
ご
ろ
に
現
地
で
説
明
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
私
、
都

合
が
悪
く
て
出
席
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
説
明
会
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
意
見
が
出
た
か
、
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
出
な
け

れ
ば
結
構
で
す
。

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

伊
藤
建
設
課
長
、
答
弁
。

○
産
業
建
設
部
建
設
課
長
（
伊
藤
博
文
君
）

松
永
議
員
の
御
質
問
に
お
答
え

い
た
し
ま
す
。

地
元
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
と
き
の
主
な
御
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私

の
記
憶
で
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
防
災
拠
点
は
、
今
の
現
場
が
、
地

元
の
方
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
軟
弱
地
盤
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
あ
る
程
度
の
備
蓄
土
を
積
み
上
げ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
と
、

隣
接
し
て
家
屋
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
対
策
方
法
を
聞
か
れ
た
の
と
、

そ
れ
か
ら
要
望
と
し
て
、
家
と
か
が
沈
下
し
な
い
よ
う
な
こ
と
を
注
意
し
て

と
い
う
よ
う
な
御
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
ほ
か
特
に
な
か
っ
た
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
御
質
問
の
答
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。



－７－ 

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

質
疑
な
し
と
認
め
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
討
論
を
行
い
ま
す
。

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

討
論
な
し
と
認
め
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
案
を
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま

す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

挙
手
全
員
で
す
。

よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

次
に
日
程
第
七
、
議
案
第
四
号

平
成
二
十
五
年

度
養
老
町
一
般
会
計
補
正
予
算
を
議
題
と
し
ま
す
。

町
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

大
橋
町
長
。

○
町
長
（
大
橋

孝
君
）

た
だ
い
ま
上
程
を
賜
り
ま
し
た
議
案
第
四
号

平

成
二
十
五
年
度
養
老
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
に
つ
き
ま
し
て
、

そ
の
概
要
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

議
案
第
四
号

平
成
二
十
五
年
度
養
老
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四

号
）
。

平
成
二
十
五
年
度
養
老
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
は
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
、
第
一
条

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
四
百
七
十
二
万
一
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
一
億
二
千
百
八
十
八
万
八
千
円
と
す
る
。

第
二
項

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の

金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
一
表

歳
入
歳
出

予
算
補
正
」
に
よ
る
。
平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
提
出
。

今
回
の
補
正
予
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
の
平
成
二
十
五
年
度
補
正
予
算

に
伴
い
、
障
害
者
自
立
支
援
給
付
支
払
い
等
シ
ス
テ
ム
改
修
経
費
を
追
加
す

る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
の
総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
四
百
七
十
二
万
一
千
円
を
追
加

し
、
補
正
後
の
予
算
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
一
億
二
千
百
八
十
八
万
八

千
円
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

最
初
に
、
七
ペ
ー
ジ
の
歳
出
に
つ
い
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

民
生
費
の
社
会
福
祉
費
、
目
社
会
福
祉
総
務
費
で
、
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
障
害
者
総
合
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
平
成
二
十
六
年
四
月

制
度
改
正
に
係
る
シ
ス
テ
ム
改
修
と
し
て
、
障
害
者
自
立
支
援
給
付
支
払
い

等
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託
料
四
百
七
十
二
万
一
千
円
を
追
加
い
た
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
国
が
平
成
二
十
六
年
度
新
規
事
業
と
し
て
予
算
計
上
す
る
予

定
を
取
り
や
め
、
平
成
二
十
五
年
度
補
正
予
算
対
応
に
変
更
と
な
っ
た
た
め
、

本
町
に
お
い
て
も
補
助
事
業
と
し
て
執
行
す
る
た
め
、
予
算
計
上
す
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
六
ペ
ー
ジ
の
歳
入
に
つ
い
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

国
庫
支
出
金
の
国
庫
補
助
金
、
目
民
生
費
国
庫
補
助
金
の
障
害
者
自
立
支

援
事
業
費
等
補
助
金
に
つ
い
て
、
補
助
率
が
二
分
の
一
と
い
う
こ
と
で
、
事

業
費
の
二
分
の
一
で
あ
る
二
百
三
十
六
万
円
を
増
額
し
、
不
足
す
る
財
源
は

繰
越
金
で
二
百
三
十
六
万
一
千
円
を
充
て
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
で
、
議
案
第
四
号

平
成
二
十
五
年
度
養
老
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
四
号
）
に
つ
い
て
の
提
案
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く

御
審
議
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



－８－ 

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
よ
り
質
疑
を
行
い
ま
す
。

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

質
疑
な
し
と
認
め
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
討
論
を
行
い
ま
す
。

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
あ
り
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

討
論
な
し
と
認
め
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
案
を
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま

す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

挙
手
全
員
で
す
。

よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

お
諮
り
し
ま
す
。

次
回
の
議
会
日
程
、
運
営
の
審
査
及
び
所
管
事
務
の
調
査
等
に
つ
い
て
、

議
会
閉
会
中
も
議
会
運
営
委
員
会
に
付
託
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
議
会
閉
会
中
も
、
次
回
の
議
会
日
程
、
運
営
の
審
査
及
び
所
管

事
務
の
調
査
等
に
つ
い
て
、
議
会
運
営
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に
決
定
し

ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
議
長
（
田
中
敏
弘
君
）

こ
れ
で
本
日
の
日
程
は
全
部
終
了
し
ま
し
た
。

会
議
を
閉
じ
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
第
一
回
養
老
町
議
会
臨
時
会
を
閉
会
し
ま
す
。
御
苦
労
さ

ま
で
し
た
。

（
閉
会
時
間

午
前
九
時
五
十
九
分
）



－９－ 

右
、
会
議
の
次
第
を
こ
こ
に
記
録
し
、
そ
の
相
違
な
い
こ
と
を
証
す
る
た

め
こ
こ
に
署
名
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日

議

長

田

中

敏

弘

議

員

岩

瀨

進

議

員

水

谷

久

美

子


